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別記様式（第４条関係） 

会    議    録 

会 議 の 名 称 定例庁議  

開 催 日 時 

午前９時２４分から  

令和４年８月１２日（金）  

午前１０時４４分まで  

開 催 場 所 朝霞市役所 別館２階 全員協議会室 

出 席 者 

富岡市長、神田副市長、二見教育長、宮村市長公室長、  

毛利危機管理監、須田総務部長、清水市民環境部長、  

佐藤福祉部長、麦田こども・健康部長、  

宇野審議監兼まちづくり推進課長、村山会計管理者、  

益田上下水道部長、太田議会事務局長、野口学校教育部長、 

神頭生涯学習部長、斎藤監査委員事務局長  

 

（担当課１）  

関口市長公室次長兼政策企画課長、平間同課長補佐、  

福田同課政策企画係長  

 

（担当課２）  

奥山学校教育部次長兼教育総務課長、大塚同課長補佐  

 

（事務局）  

関口市長公室次長兼政策企画課長、平間同課長補佐、  

福田同課政策企画係長、横田同課同係主事  

会 議 内 容 

１ 令和４年度朝霞市行政評価（内部評価）結果報告書（案） 

２ 朝霞第六小学校校舎増築工事基本設計（案） 

３ 令和４年第３回朝霞市議会定例会提出議案 

会 議 資 料 

【議事１】 

・令和４年度朝霞市行政評価（内部評価） 

 

【議事２】 

・【資料１】朝霞第六小学校校舎増築工事基本設計（案）の概要 

・【資料２】朝霞第六小学校校舎増築工事基本設計（案） 
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会 議 録 の 

 

作 成 方 針 

□電磁的記録から文書に書き起こした全文記録 

□電磁的記録から文書に書き起こした要点記録 

■要点記録 

□電磁的記録での保管（保存年限   年） 

電磁的記録から文書に書き起こした

場合の当該電磁的記録の保存期間 

□会議録の確認後消去 

□会議録の確認後 か月 

会議録の確認方法 

 出席者の確認及び事務局の決裁 

そ の 他 の 

必 要 事 項 
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審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等） 

【議題】 

１ 令和４年度朝霞市行政評価（内部評価）結果報告書（案） 

 

【説明】 

（担当課１：福田政策企画課政策企画係長） 

行政評価外部評価結果報告書案について説明させていただく。 

報告書の構成は Iで行政評価制度の概要、Ⅱで令和３年度に実施した政策ごとの行政評

価の結果、Ⅲで結果の活用と制度の改善について記載している。  

１ページから４ページにかけて行政評価の定義や目的、行政評価制度の概要を記載して

いる。 

後期基本計画が令和３年度から開始するため、今回の内部評価から、後期基本計画の施

策体系に合わせた評価を行っている。 

次に５ページ「Ⅱの行政評価結果」であるが、「１ 施策評価結果の集計」の「（１）評

価の概要」は各所管課で評価した施策が７９施策ある。 

前期基本計画では８２の施策があったが後期基本計画に合わせて見直しを行い、７９に

なっている。 

７９の施策それぞれの評価一覧は各所管課で作成した政策評価シートの結果を取りま

とめたものである。 

昨年度までは、年度目標に対する達成度と施策の必要性の２項目を評価していたが、後

期基本計画からは後期計画終了時の目標に対する進捗度と必要性の２項目を評価する形

に変更した。 

各評価は４段階で数字が大きいものほど進捗が良く、また必要性が高いという評価にな

る。 

５ページ「（２）施策の分析」について説明させていただく。 

７９の施策を各所管課で評価したものの傾向を分析している。 

①進捗度については７９の施策のうち、６８の施策が４の「極めて順調」または３の「お

おむね順調」の評価で、１１の施策が２の「やや遅れている」の評価であった。 

また、②必要性については７９施策のうち１９施策が４の「社会的なニーズは増加傾向

にある」、６０の施策が３の「社会的なニーズは現状と変わらない」の評価で２や１の評

価はなかった。 

これらを基にした③進捗度と必要性のクロス分析については必要性が４、進捗度が２の

施策が５つあった。 

それらの施策を参考として記載している。 

この５つの施策を説明させていただくと、１２２の「消費者の自立支援の充実」につい

ては進捗として、指標である消費生活相談件数が昨年度より減少し、目標に対してやや遅

れている。 

一方で必要性は成年年齢１８歳の引き下げに伴い、消費者トラブルの増加が懸念される
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ため施策の必要性が高いと判断している。 

４１２「低炭素循環型社会の推進」については、進捗として指標である市事務事業のＣ

Ｏ２排出量について削減目標を達成することができなかった。 

一方で必要性として、国がカーボンニュートラル実現に向けて動き出しており、市でも

２０３０年にＣＯ２排出量４６％削減を目指すこととなったため、今後も必要性は高いと

判断している。 

次の４３１「コミュニティ活動の推進」については、進捗として、指標である自治会・

町内会加入率の低下が続いており、目標に対してやや遅れている。 

一方で必要性として、東日本大震災や新型コロナウイルス感染症により地域とのつなが

りの重要性が増し、今後の必要性は高いと判断している。 

次の４４１「市民活動への支援」と４４２「市民活動の充実」の進捗については、指標

であるＮＰＯ法人数や利用団体数が昨年度より増加しているが、目標に対し、やや遅れて

いる。 

一方で必要性として、地域の課題解決に向けて市民活動団体の役割が増加することから

支援の必要性は今後も高いと判断したものである。 

なお、参考欄の説明として、当初は重点的に取り組むことを検討する必要がある施策と

いう記載をしていたが、先日の政策調整会議において、これらの施策については、十分に

取り組んでいるものの新型コロナウイルス感染症などの影響により進捗が捗らなかった

というものもあるため、重点的に取り組む項目には当たらないのではないかという意見が

あったことから該当の記載を削除している。 

次に、７ページ「２行政評価結果から政策分野ごとのまとめ」として、８ページから２

６ページにかけて６つの政策分野に区分し、大柱ごとの進捗度をグラフに表すとともに成

果や課題などについて記載している。 

これらの内容は、施策評価シートをもとに、所管課・所管部で内容を作成している。 

２７ページは、行政評価結果の活用と改善について記載している。 

令和３年度から後期基本計画が開始することから、後期基本計画に沿った施策及び事務

事業の見直しと合わせ、行政評価制度の改善に関する取り組みとして、行政評価シートの

様式を抜本的に見直した。 

具体的には、総合計画とまちひとしごと創生総合戦略を一体的に評価できるよう、関連

する政策において指標の統合を行ったほか、次年度の改善に活かすという観点から、掲載

項目を全体的に見直している。 

２８～３２ページには参考資料として要綱や施策一覧、施策評価シート等を掲載してい

る。                                             

説明は、以上である。 

 

 （宮村公室長） 

 本件については政策調整会議で審議をしている。 

政策調整会議の審議結果を報告する。 

 まず行政評価制度の改善の中で、行政評価制度の課題としてわかりやすい指標の設定が
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例に挙げられているが、指標については、第五次総合計画後期計画で見直しを行っている

ので、課題には当たらないのではないかという指摘があった。 

回答としては、外部評価委員会から、行政評価制度の課題としてアウトカム指標につい

てもっと具体的なものを取り入れた方がいいという指摘をいただいているので、今後その

点について課題とするという回答があった。 

次に、６ページに示されているニーズは高いが進捗が遅れている５つの事業についてだ

が、８ページ以降で記載された具体的な取り組み状況を見ると、十分に取り組んでいるも

のもあるように見受けられるため、説明文の中で重点的に取り組むことを検討する必要が

あるという一文は不要ではないかということでこの一文を削除することとなった。 

結果として指摘のあった内容について一部を修正し、庁議に諮ることとした。 

 

【質疑等】 

 なし 

 

【結果】 

 原案のとおり、決定する。 

 

【議題】 

２ 朝霞第六小学校校舎増築工事基本設計（案） 

 

【説明】 

（担当課２：奥山学校教育部次長兼教育総務課長） 

第六小学校校舎増築告示の基本設計について説明させていただく。 

資料１の「１建設概要」については少人数学級への対応から、令和７年度に普通教室の

不足が見込まれる第六小学校に新たな校舎を増築し、普通教室８室、多目的室１室を整備

するものである。 

次に「２建物概要」だが、資料２基本設計図書の３ページにある計画配置図も併せてご

覧いただきたい。 

校舎増築の建築場所については、敷地の南側、市民会館に隣接する形としている。 

建物の構造については鉄筋コンクリート造り地上４階建て、建設面積は、６２５．１１

平方メートル、延べ床面積は２，００２．８０平方メートル、建物の高さは１５．６４メ

ートルとし、既存校舎とは、２階・３階・４階を渡り廊下で結ぶ構造としている。 

また、災害時における消防車等の大型緊急車両がグラウンド側へ侵入できるよう、増築

校舎の東側、市民会館駐車場に開口部５メートルの進入口を設置する。 

続いて「３施設の概要」について、資料２基本設計図書の４ページ「１階平面図」もあ

わせてご覧いただきたい。 

１階部分は正面から増築校舎の西側出入口には荒天時に雨除けとして活用できるスペ

ースとしてピロティを設けている。 

１階校舎の校庭側には自動昇降口を設け、その他車いす対応トイレ、エレベーター、体
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育倉庫、石灰庫を配置する。 

この体育倉庫については校舎の増築工事に伴い、既存の体育倉庫を解体するためその代

替として設置する。 

２階については普通教室２クラス、児童用トイレ・車いす対応トイレ、多目的室、図書

準備室、手洗い場、渡り廊下を配置している。 

なお、普通教室の面積は、既存校舎の６０平方メートルから６８平方メートルに広げ、

廊下との間仕切りは可動式とし、様々な授業スタイルに対応できる仕様としている。" 

多目的室については、学年集会や複数のクラスでの授業などフレキシブルに子供たちが

集まれるスペースとしての活用を予定している。 

３階４階の平面図については普通教室３クラス、児童用トイレ・車いす対応トイレ、準

備室、手洗い場渡り廊下を配置している。 

増築校舎の屋上は、太陽光発電設備を設置し、校舎名で使用する電気量のうち、エアコ

ン、エレベーターを除き、校舎内の照明やコンセントの６割程度を賄い、エネルギー消費

の抑制に努める。 

このほか、関連工事として、既存校舎の給食配膳用エレベーターの改修、車いす使用者

用駐車場の整備に加え、校庭に設置した遊具類等の撤去新設などを行う。 

 続いて、「４今後の主なスケジュール（予定）」だが、設計業務を令和５年３月までに完

了させ、その後、建設工事の入札を令和５年４月に行い、６月の議会に工事請負契約締結

に係る議案を提出したうえで、令和５年７月から工事に着手し、令和６年１２月から増築

校舎の供用開始を予定している。 

 次に、事業予算については、設計委託料が４，８６０万５，７００円、増築校舎の工事

費は、現時点での試算で１４億２０７万１，０００円、工事監理委託料が２，１６７万円

を見込んでいる。 

今回の事業予算の財源として、国庫負担金及び地方債の申請も併せて行う。 

最後になりますが、増築校舎に増築校舎の完成イメージとして、「資料２基本設計図書」

の９ページ、１０ページに建物の立面図及び外観パースの資料を添付している。 

説明は以上である。 

 

（宮村公室長） 

本件については政策調整会議で審議をしている。 

政策調整会議の審議結果を報告する。 

まず工事期間中は、放課後児童クラブの登室、また夏休み期間中のグラウンド利用につ

いて制限はあるのかという質問に対し、工事期間中は正門を使えなくなるので登下校の入

り口として裏門の通用口を改修し、その通用口から登室をしてもらうことになるとの回答

があった。 

夏休み期間中のグランドの制限については今後工事の仮設計画案を作成する際に、保育

課と十分な調整をしていきたいと思っているとの回答があった。 

続いて、太陽光パネルの設置が予定されているが、設置の根拠あるのかということであ

るが、設置の根拠については地球温暖化対策実行計画朝霞市の方で昨年度末に作った地球
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温暖化対策実行計画の中で、公共施設の新設や大規模改修等に合わせて導入を進めていく

ものと位置づけられているとの回答であった。 

次に、多目的室を２つに分けて教室に転用することはできるのかとの質問に対して、多

目的室を２つに分けた場合、面積が６０平米を下回ってしまうので、普通教室に転用する

のは難しいと考えるとの回答であった。 

 

【質疑等】 

 なし 

 

【結果】 

 原案のとおり、決定する。 

 

【議題】 

３ 令和４年第３回朝霞市議会定例会提出議案 

 

【説明】 

（須田総務部長） 

議案第６２号令和３年度２０２１年度朝霞市一般会計歳入歳出決算認定についてであ

る。 

 令和３年度の決算額は、歳入が５３６億７，８２７万７，４０３円、歳出は５０７億３，

８７０万７，１０２円で、歳入歳出差引残額は２９億３，９５７万３０１円となった。 

 ここから継続費逓次繰越額、繰越明許費繰越額及び事故繰越し、繰越額を差し引いた額

が、翌年度繰越額となり、翌年度繰越額は２８億３，０６３万５，５９０円である。 

 歳入歳出の概要のうち、歳入についてだが、市税は２３０億９，４４８万４，３０７円

で、歳入総額の４３％を占めている。地方譲与税は自動車重量譲与税などで２億２，４３

０万３，０００円となり、地方消費税交付金は２９億４，０２２万２，０００円の交付と

なっている。 

 地方交付税は、普通交付税が９億６，４９２万円、特別交付税１億６，７００万７，０

００円が交付されている。 

分担金および負担金は、保育園入園児童保護者負担金などで４億７，８６６万７，３９

０円となり、使用料および手数料は、自転車等駐車場使用料や一般廃棄物処理手数料など

で６億８，１６１万２，５０４円となった。 

国支出金は、生活保護費負担金や子供のための教育・保育給付交付金、児童手当交付金

のほか、子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金などで１４０億５，７０８万５

９７円となっており、県支出金は、障害者自立支援給付費負担金、子供のための教育・保

育給付費負担金を始め、放課後児童健全育成事業費補助金、個人県民税徴収委託金などで

３３億３，９２９万４，３５２円となっている。 

繰入金は、介護保険特別会計や財政調整基金の繰入金などで１８億１，１４６万６，２

９１円となっている。 
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繰越金は前年度からの繰越事業に係る分を含めて１０億１，４０３万７，７４５円とな

っている。 

諸収入は学校給食費受入金や資源ごみ売払代金のほか、指定管理料精算金などで１３億

３，５３５万９，４０２円となっている。 

市債は図書館施設改修事業債、中学校大規模改修事業債、臨時財政対策債など１８件で

２３億５，８１３万６，０００円の借入れとなる。 

以上が歳入の主なものである。" 

次に歳出だが議会費は会議録調製等委託料などで２億７，９２７万９３９円を支出し、

総務費は公共施設マネジメント基金積立金や住民情報システム借上料、市民センターなど

に係る指定管理料などで６１億７，４１９万８８９円を支出し、民生費は、介護給付・訓

練等給付費負担金や児童手当を始め、子どものための教育・保育給付負担金や生活保護費

などのほか、子育て世帯への臨時特別給付金などで２７２億５，８４９万４，４３７円を

支出している。 

衛生費は、新型コロナウイルスワクチン接種委託料や各種個別予防接種委託料のほか、

可燃ごみ・資源ごみの収集運搬委託料などで４１億８，８４１万７，６２１円を支出して

おり、労働費は公的資格等取得補助金などで２１８万２，３０２円を支出し、農林水産業

費は、市民農園管理委託料などで６，８８６万６２３円を支出している。 

商工費は、プレミアム付商品券事業費補助金や事業者応援支援金のほか、産業文化セン

ターの指定管理料などで３億６，５１６万５，４６０円を支出している。 

土木費は道路用地購入費や自転車駐車場と指定管理料の他、下水道事業会計負担金など

で３１億２，６６４万９，５１６円を支出している。 

消防費は、朝霞地区一部事務組合消防負担金や消防団施設等整備に係る設計委託料など

で１３億９，７７９万８３６円を支出している。 

教育費は学校の給食賄材料費のほか、図書館施設改修工事や総合体育館などに係る指定

管理料などで４７億１，２３８万４，２５０円を支出している。 

公債費は３１億６，５２６万８，４１４円を支出している。 

以上が歳出の主なものであるが、この中には前年度からの繰越事業分も含まれている。

以上が議案第６２号の概要である。 

 

（麦田こども・健康部長） 

議案第６３号令和３年度２０２１年度朝霞市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定

について説明させていただく。 

国民健康保険の令和３年度末における加入者の状況だが、世帯数は１万６，６３１世帯、

被保険者数は２万３，８５５人となっており、前年度と比較すると、世帯数は４２８世帯、

２．５１％の減少で、被保険者数は８５２人、３．４５％の減少となった。 

令和３年度の決算額は、歳入が１１４億２１０万７，１１３円となり、歳出は１１１億

４，９７６万８，８３５円で、歳入歳出差引残額は２億５，２３３万８，２７８円である。 

次に歳入歳出の概要について説明させていただく。 

歳入の主なものだが、国民健康保険税は２７億３，５８９万７，７８０円で、歳入総額
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に占める割合は２４％である。 

県支出金は、保険給付費等交付金で７３億７，１０６万９，９５７円である。 

繰入金は、一般会計繰入金などで８億６，５９５万５，５１４円となり、繰越金はその

他繰越金で３億６，６３２万３，４２０円である。 

歳入全体では前年度と比較すると、６．５９％の増加となっている。 

次に歳出の主なものについて説明させていただく。 

保険給付費は、療養給付事業や高額療養費支給事業などで７２億１，６５９万４３２円

となり、歳出総額に占める割合は６４．７２％である。 

国民健康保険事業費納付金は、広域化にともない、３３億５，５８０万８，０７５円を

支出している。 

保険事業費は、特定健康診査等事業などで１億３，５８３万７，８７３円となっており、

基金積立金は、財政調整基金積立金などで３億４，６４２万１，２０６円である。 

諸支出金は償還金などで５，１０９万８，８９４円となっている。 

歳出全体では前年度と比較すると、７．９３％の増加となっている。 

以上が歳入歳出決算の概要である。 

 

（佐藤福祉部長） 

議案第６４号令和３年度、２０２１年度朝霞市介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて説明させていただく。 

歳入決算額は８４億２５１万９４７円となり、対前年比６．８５％の増になる。 

歳出決算額は８０億８，３３５万８，１６８円となり対前年比７．５８％の増になり、

歳入歳出差額残額は３億１，９１５万２，７７９円となります。 

まず歳入についてご説明させていただく。 

主なものとしては、第 1款保険料では、６５歳以上の第 1号被保険者保険料として１８

億３，０６６万６８０円になる。 

次に、第３款国庫支出金では介護給付費負担金などで１６億７，３６８万６，２６５円

である。 

第４款支払基金交付金では、介護給付費交付金などで２０億８，２０７万６，０００円

である。 

第５款県支出金では、介護給付費負担金などで１１億５，４３６万５，５０７円。 

第７款繰入金では一般会計繰入金などで１３億１，０７４万６，６００円となっている。 

次に、歳出について説明させていただく。 

主なものとしては、第２款保険給付費では、居宅介護等サービス給付費や施設介護サー

ビス給付費などで７２億４，３８１万６，９５６円となっている。 

第３款地域支援事業費では、介護予防・生活支援サービス事業や、包括的支援事業・任

意事業に係る委託料などで３億９，４３２万８，４６６円となっている。 

第５款基金積立金は介護保険保険給付費支払基金積立金などで１億８，７８８万８，２

５５円となっている。 

第１号被保険者数だが、令和４年３月３１日現在で合計２万８，０８７人となり前年度
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と比較して２３２人、０．８３％の増となっている。 

また要介護要支援者認定数は令和４年３月３１日現在総数４，９６１人となり、前年度

と比較して１３２人、２．７３％の増となっている。 

説明は以上である。 

 

（麦田こども・健康部長） 

議案第６５号令和３年度２０２１年度朝霞市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について説明させていただく。 

令和３年度末における被保険者数の状況につきましては、埼玉県後期高齢者医療広域連

合の報告によると、１万４，２００人となり、前年度末と比較すると４４８人、３．２６％

の増加となった。 

次に、令和３年度の決算額は、歳入が１３億５，８７１万６，７０９円となり、歳出は

１３億５，６６５万６，８２８円で、歳入歳出差引額は２０５万９，８８１円である。 

次に歳入歳出の概要について説明させていただく。 

歳入の主なものだが、後期高齢者医療保険料は１１億３，９６０万４，１００円、繰入

金は、事務費繰入金と、保険基盤安定繰入金で２億１，４０２万６，２８３円、繰越金は

前年度繰越金で２３５万３，５６０円となっている。 

次に歳出だが、総務費は一般管理事務費と徴収事業で１，５７０万９３２円、後期高齢

者医療広域連合納付金は、後期高齢者医療広域連合納付事業で１３億３，７４１万９６円、

諸支出金は、保険料還付事業などで３５４万５，８００円を市へ支出している。       

以上が歳入歳出決算の概要である。 

 

（益田上下水道部長） 

議案第６６号令和３年度朝霞市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について説

明させていただく。 

まず、収益的収入及び支出であるが、収益的収入は２４億１，０９４万４，９４７円で、

主なものは水道料金のほか利用加入金などである。 

収益的支出については、２１億５４２万４，３３２円で、主なものは県水受水費のほか、

人件費、委託料、修繕費、減価償却費などである。 

収益的収支の差引金額は３億５５２万６１５円である。 

資本的収入及び支出についてであるが、資本的収入は３億５１７万５，７００円で、主

なものは企業債である。 

資本的支出だが、１０億９，３７９万６，０２８円で、主なものは建設改良費で、令和

２年度から令和３年度までの継続事業で行った、泉水浄水場計装設備更新工事のほか、水

道施設耐震化事業、老朽管更新及び水圧不足改善事業などである。 

なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する、７億８，８６２万３２８円につ

いては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、当年度分損益勘定留保資金、

減債積立金および建設改良積立金で補てんした。 

次に剰余金の処分であるが、当年度未処分利益剰余金５億６，６９９万４，６９３円の
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うち３億８４０万４，０９６円を資本金へ組み入れ、減債積立金に１億２，８８４万５，

０００円、建設改良積立金に１億２，８８４万５，５９７円を積み立てる案とした。 

以上である。 

 

（益田上下水道部長） 

議案第６７号令和３年度朝霞市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について

説明させていただく。 

収益的収入及び支出についてであるが、収益的収入は２４億５，７８６万２，０２７円

で、主なものは下水道使用料のほか、一般会計から繰入れる雨水処理負担金などである。 

収益的支出は１７億９，９７５万５，９８９円で主なものは、職員人件費のほか、委託

料、修繕費、荒川右岸流域下水道維持管理負担金、減価償却費などである。 

収益的収支の差引額は６億５，８１０万６，０３８円である。 

次に資本的収入及び支出についてであるが、資本的収入は５億２，１８７万１，８００

円で、主なものは、企業債、国庫補助金などである。 

資本的支出であるが、７億６１５万７，４９０円で、主なものは建設改良費で支線７号

線他下水工事などの汚水整備事業のほか、大字溝沼地内調整池築造工事などの雨水整備事

業である。 

なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する１億８，４２８万５，６９０円に

ついては、当年度分消費税及び地方所消費税資本的収支調整額、当年度分損益勘定留保資

金などで補てんした。 

次に剰余金の処分であるが、当年度未処分利益剰余金６億４，４９８万６，９６７円の

うち、３億２，２４９万３０００円を減債積立金に、３億２，２４９万３，９６７円を建

設改良積立金に積み立てる案としている。 

以上である。 

 

（須田総務部長） 

議案第６８号は、令和４年度、２０２２年度朝霞市一般会計補正予算第３号である。 

今回の補正額は、歳入歳出それぞれ３１億６，８３７万４，０００円の増額で、これを

含めた累計額は４９９億３，６４４万３，０００円となっている。 

歳入歳出の概要のうち、歳入については 地方特例交付金は交付額の確定により４３０

７万９，０００円を増額している。 

地方交付税は普通交付税の算定結果にともない、２億８，８４２万３，０００円増額し

ている。 

国庫支出金は、保育対策総合支援事業費補助金などを増額する一方、道路メンテナンス

事業補助金などを減額することにより１２６１万１，０００円減額している。 

県支出金は、新たに保育対策総合支援事業費補助金を計上するほか、放課後児童健全育

成事業費補助金などを増額することにより、４９２万１，０００円増額している。 

財産収入は、新たに不動産売払収入を計上するなど１０９万３，０００円増額をしてお

り、寄附金は総務費寄附金を２，０００万円増額するほか、新たに民生費寄附金を１５０
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万円計上している。 

繰入金は令和３年度決算にともない、介護保険特別会計などの精算金を繰り入れるほ

か、財政調整基金繰入金を増額することにより、４億７，０３１万９，０００円増額して

いる。 

繰越金は令和３年度決算にともない、前年度繰越金を２３億８，０６３万５，０００円

増額している。 

諸収入は国・県支出金過年度収入や各種施設の指定管理料精算金を計上することによ

り、１億６，５８１万８，０００円増額している。 

市債は橋梁改修事業債を増額する一方、臨時財政対策債を減額することにより、１億９，

４８０万３，０００円減額している。 

次に、歳出だが、総務費は、庁舎等管理工事を増額するほか、財政調整基金へ積み立て

ることなどにより、１９億６，９１６万７，０００円増額している。 

民生費は、新たに朝光苑や放課後児童クラブなどにおけるトイレ手洗い器自動水栓化の

経費を計上するほか介護保険特別会計の繰出金などを増額することにより、８億２，１１

０万６，０００円増額している。 

衛生費は、健康増進センターなどにおけるトイレ手洗い器自動水栓化の経費やクリーン

センターの光熱水費などを増額することにより、２億２，８５０万７，０００円増額して

いる。 

商工費は、ふるさと納税に係る経費を増額することにより、１，１４５万５，０００円

増額している。 

土木費は、朝霞駅前広場の施設等修繕料などを計上することにより、２，８８６万６，

０００円増額している。 

消防費は、消火栓新設及び維持管理費負担金を増額することにより、４１９万１，００

０円増額している。 

教育費は新たに朝霞中央公園野球場における施設改修工事を計上するほか、小・中学校

におけるトイレ手洗い器自動水栓化のための校舎改修工事などを増額することにより１

億５０３万２，０００円増額している。 

次に、継続費補正は、新たに官民連携まちなか再生推進事業を追加するものである。 

繰越明許費は、庁舎施設改修事業など３事業について、年度内に完了することが困難な

ため、翌年度に繰り越すものである。 

次に地方債補正は、橋梁改修事業債及び臨時財政対策債について、借入限度額の変更を

行うものである。 

以上が議案第６８号の説明である。 

 

（麦田こども・健康部長） 

議案第６９号、令和４年度２０２２年度朝霞市国民健康保険特別会計補正予算第１号に

ついて説明させていただく。 

今回の補正額は、歳入歳出それぞれ２億１，７０７万円の増額で、これを含めました累

計額は１１３億２，３４８万７，０００円となっている。 
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次に歳入歳出の概要を説明させていただく。 

はじめに歳入であるが、県支出金は、傷病手当金の増加が見込まれることから、特別交

付金を１３３万２，０００円増額するものである。 

繰入金は、傷病見舞金の増加が見込まれることから、一般会計繰入金を８４０万円増額

するものである。 

繰越金は、前年度決算額の確定により２億７３３万８，０００円を増額するものである。 

次に歳出であるが、保険給付費は、傷病手当金の増加を見込み、１３３万２，０００円

を増額するものである。 

保険事業費は、傷病見舞金の増加を見込み、８４０万円を増額するものである。 

基金積立金は、この補正予算における歳入歳出の差し引き額を財政調整基金等積立事業

に積み立てるもので、１億９，３６７万９，０００円を増額するものである。 

諸支出金は、保険給付費等交付金返還金の実績にもとづき１，３６５万９,０００円を

増額するものである。 

以上が今回の補正概要である。 

 

（佐藤福祉部長） 

議案第７０号令和４年度２０２２年度朝霞市介護保険特別会計補正予算第 1 号につい

て説明させていただく。 

今回の補正額は歳入歳出それぞれ３億４，０２５万１，０００円を増額するもので、こ

れを含めた予算総額は８４億６，３４２万３，０００円になるものである。 

まず歳入の概要を説明させていただく。 

主なものとして、第７款繰入金では、介護給付費繰入金、その他繰入金、低所得者保険

料軽減繰入金として合計２，１１０万３，０００円を増額する。 

次に第８款繰越金では前年度決算額の確定により、３億１，９１５万１，０００円を増

額するものである。 

続いて歳出の概要について説明させていただく。 

主なものとしては、第１款総務費の介護認定審査会費および認定調査費では介護認定審

査会に従事する職員の派遣委託料８２１万６，０００円、認定審査に従事する会計年度任

用職員の増員に伴い、４０３万６，０００円をそれぞれ増額するものである。 

次に第５款基金積立金の介護保険保険給付費支払基金積立金では、前年度決算の確定等

にともない、１億３，４６８万７，０００円を増額するものである。 

次に第６款諸支出金では、前年度決算の確定にともない、国、県、支払基金への返還金、

及び一般会計繰出金と合わせまして１億９，３３１万２，０００円を増額するものである。 

以上が議案第７０号の補正の概要等である。 

 

（麦田こども・健康部長） 

議案第７１号令和４年度、２０２２年度朝霞市後期高齢者医療特別会計補正予算第１号

について説明させていただく。 

今回の補正額は歳入歳出それぞれ２０５万９，０００円の増額で、これを含めた累計額
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は１６億１，２２４万２，０００円となっている。 

次に歳入歳出の概要を説明させていただく。 

歳入であるが、繰越金は前年度決算額の確定により、前年度繰越金として２０５万９，

０００円を増額するものである。 

歳出であるが、後期高齢者医療広域連合納付金は、令和３年度の出納整理期間分の後期

高齢者医療保険料として８６万２，０００円、諸支出金は一般会計繰出金として１１９万

７，０００円をそれぞれ増額するものである。 

以上が今回の補正概要である。 

 

（益田上下水道部長） 

議案第７２号令和４年度朝霞市下水道事業会計補正予算第１号について説明させてい

ただく。 

今回の補正予算は、令和３年度から令和４年度までの２か年の継続事業である大字溝沼

地内調整池築造事業について、物価上昇にともなう建設資材等の高騰及び工法の変更等に

より事業費を４億２，０００万円増額するとともに、事業期間を令和３年度から令和５年

度までの３か年に変更するものである。 

なお本議案については、全員協議会の開催を依頼している。 

以上である。 

 

（須田総務部長） 

議案第７３号は、朝霞市職員の育児休業等に関する条例及び職員の勤務時間、休日及び

休暇に関する条例の一部を改正する条例である。 

改正内容は、地方公務員の育児休業等に関する法律等が改正され、育児休業の取得回数

の制限が緩和されることにともない、育児休業の再度取得に関する規定を削除するなど、

所要の改正を行う。 

また、国家公務員において育児参加のための休暇の対象期間が拡大されることから、本

市においても同様の改正を行うものである。令和４年１０月１日から施行したいと考えて

いる。 

以上である。 

 

（須田総務部長） 

議案第７４号は朝霞市税条例等の一部を改正する条例である。 

改正内容は、地方税法等の一部を改正する法律の施行にともない、個人市民税において、

住宅借入金等特別税額控除の内容の見直し及び適用期限を延長するとともに、上場株式等

の配当所得等に係る住民税の課税方式を所得税と一致させる等の見直しを行うものであ

る。 

また固定資産税において、ＤＶ被害者等の支援措置として、登記情報に追加される居所

等の情報を保護対象に追加するものである。 

これらの改正のうち市民税に係る改正は、令和５年１月１日及び令和６年１月１日か
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ら、固定資産税に係る改正については、令和６年４月１日から施行したいと考えている。 

以上である。 

 

（宇野審議監兼まちづくり推進課長） 

議案第７５号を朝霞市手数料徴収条例等の一部を改正する条例である。 

改正内容については、長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部改正にともな

い、新たに長期優良住宅維持保全計画の認定申請に係る手数料の額を定めるほか、所要の

改正を行うものである。 

なおこれらの改正のうち、長期優良住宅維持保全計画の認定申請に係る改正について

は、令和４年１０月１日から、その他の改正については、令和５年２月２０日から施行し

たいと考えている。 

以上である。 

 

【質疑等】 

（神田副市長） 

議案の訂正がないよう職員への確認を改めて徹底していただきたい。 

 

【結果】 

提案のとおり、決定する。 

 

【閉会】 

 


